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【行政説明】

就労選択支援の概要とＡ型への影響

全Aネット就労支援セミナーinさが



1. 障害福祉サービスの現状

2. 就労選択支援に関するこれまでの取組と現状

3. 就労選択支援の概要

4. 参考資料－ こ れ ま で の 取 組 と 今 年 度 の 取 組 －
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＜一般就労への移行者数の推移 ＞

【出典】社会福祉施設等調査（各年の移行者数は、当該年の１０月１日時点における前年１年間の実績）

一般就労への移行者数・移行率の推移（事業種別）

○ 就労系障害福祉サービスから一般就労への移行者数は、令和５年においては前年比約９％増となり、約２．６
万人であった。

○ 令和５年におけるサービス利用終了者に占める一般就労への移行者の割合は、就労移行支援、就労継続支
援Ａ型、就労継続支援Ｂ型において前年より増加している。
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○ 対象者

就労継続支援Ａ型

○ 事業所数 ○ 利用者数

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 通常の事業所に雇用される事が困難であって、適切な支援により雇用契約に基づく就労が可能な障害者
■ 通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を一

時的に必要とする障害者
※ 65歳に達する前５年間障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労継続支援A型の支給決定を受けていた者は当該サービスについて

引き続き利用することが可能。

■ 通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能力が高まった者
について、一般就労への移行に向けて支援

■ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を
 控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。

■ 最低賃金含め、労働関係法令の適用あり
■ 利用期間の制限なし

就労移行支援体制加算 50～93単位／日
※ 定員、職員配置、基本報酬の報酬区分、一般就労へ移行し６月以上定着し
た者の数に応じた設定 ※ R3～見直し

賃金向上達成指導員配置加算 15～70単位／日
※ 定員規模に応じた設定

基本報酬 主な加算

○ 報酬単価（令和３年報酬改定以降、定員規模別、人員配置別に加え、算定されるスコアによって基本報酬を算定）

■ サービス管理責任者

■ 職業指導員
 生活支援員 １０：１以上

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) ､(Ⅱ) ､（Ⅲ） 15､10､６単位
⇒ Ⅰ：社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35％雇用されている場合
⇒ Ⅱ：社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25％雇用されている場合

※ H30～資格保有者に公認心理師を追加
⇒ Ⅲ：常勤職員が75％以上又は勤続3年以上が30％以上の場合

＜定員20人以下、人員配置7.5：1の場合＞

就労移行連携加算 1,000単位（1回に限り）
※ 就労移行支援に移行した者について、連絡調整等を行うとともに、支援の状
況等の情報を相談支援事業者に対して提供している場合に加算 ※ R3～新設

食事提供体制加算、送迎加算、訪問加算等
⇒ 他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件を満たせば算定可能

報酬区分 基本報酬

スコア

170点以上 791単位/日

150点以上170点未満 733単位/日

130点以上150点未満 701単位/日

105点以上130点未満 666単位/日

80点以上105点未満 533単位/日

60点以上80点未満 419単位/日

60点未満 325単位/日

（国保連令和 年 月実績）6 114,382 （国保連令和 年 月実績）6 1184,997 3



就労継続支援Ａ型に係る法律上の規定

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年十一月七日
法律第百二十三号）（抄）

第五条 この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養
介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支
援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助をいい、「障害福祉サービス事業」とは、障害福祉サー
ビス（障害者支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 （平成十四年法律第百六十
七号）第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
（以下「のぞみの園」という。）その他厚生労働省令で定める施設において行われる施設障害福祉サービス
（施設入所支援及び厚生労働省令で定める障害福祉サービスをいう。以下同じ。）を除く。）を行う事業を
いう。

１４ この法律において「就労継続支援」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労
の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のため
に必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。 

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平成十八年二月
二十八日厚生労働省令第十九号）

（法第五条第十四項に規定する厚生労働省令で定める便宜）
第六条の十 法第五条第十四項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該
各号に定める便宜とする。 
一 就労継続支援Ａ型 通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が可能であ
る者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必
要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援 
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就労継続支援Ａ型における運営基準
○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等
の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年九月二十九日厚生労働省令第百七十一号）（抄）

第四節 運営に関する基準 
（就労）
第百九十一条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの
需給状況等を考慮して行うよう努めなければならない。

２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、作業の能率の向上が図られるよう、利用者の障害
の特性等を踏まえた工夫を行わなければならない。

３ 指定就労継続支援A型事業者は、就労の機会の提供に当たっては、利用者の就労に必要な知識及び能力の向上に努め
るとともに、その希望を踏まえたものとしなければならない。

（賃金及び工賃）
第百九十二条
２ 指定就労継続支援A型事業者は、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相
当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない。

６ 賃金及び第三項に規定する工賃の支払いに要する額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならない。ただ
し、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

（実習の実施）
第百九十三条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、利用者が第百九十七条において準用する第五十八条の就労継続支援Ａ型
計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めなければならない。
（求職活動の支援等の実施）
第百九十四条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に
努めなければならない。

２ 指定就労継続支援Ａ型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と
連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めなければならない。

（職場への定着のための支援等の実施）
第百九十五条 指定就労継続支援Ａ型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター

等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から六月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めなければ
ならない。 5
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○ 就労継続支援A型の令和５年度費用額は約１，７９２億円であり、介護給付・訓練等給付費総額
の約６．２％を占めている。

○ 総費用額、利用者数及び事業所数は、毎年増加している。

総費用額の推移 利用者数の推移 事業所数の推移
（百万円） （ヵ所）（人）

【出典】国保連データ（利用者数及び事業所数は各年3月サービス提供分）

就労継続支援Ａ型の現状

＋11.7％
（＋18,770百万円）

＋8.6％
（＋10,397 百万円）

＋9.2％
（＋13,470百万円）

＋6.3％
（＋4,529 人）

＋6.1％
（＋4,861人）

＋5.2％
（＋218ヵ所）

＋3.0％
（＋114ヵ所）

＋5.0％
（＋220ヵ所）

＋6.7％
（＋5,653人）

＋11.8％
（＋15,465 百万円）

＋3.7％
（＋2,866 人）

＋6.1％
（＋240ヵ所）
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利用者の障害種別の分布状況

身体障害者 知的障害者 精神障害者 障害児 難病等対象者 合計

H30.12 12,900 24,108 31,862 9 709 69,588

R1.12 12,634 24,857 33,288 8 731 71,518

R2.12 12,673 26,004 36,050 5 750 75,482

R3.12 12,693 26,894 38,303 6 814 78,710

R4.12 12,775 28,102 41,253 8 852 82,990

R5.12 13,061 29,633 45,325 7 941 88,967

【出典】国保連データ

（単位：人）

○ 身体障害者、知的障害者の利用割合は減少傾向にある。

○ 精神障害者の利用割合は増加傾向にあり、全利用者に占める割合が５割を超えている。

就労継続支援Ａ型利用者の障害種別分布状況
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事業所数の推移 設置主体別割合の推移

○ 設置主体別に就労継続支援A型事業所数の推移を見ると、営利法人が設置する事業所数が増
加している。

就労継続支援Ａ型事業所の設置主体別の状況
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【出典】令和６年６月国保連データ

都道府県別就労継続支援（Ａ型）事業所数
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就労継続支援Ａ型 都道府県別平均賃金月額

（単位：円）

（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調べ）

都道府県 令和４年度 令和５年度 前年度比 都道府県 令和４年度 令和５年度 前年度比

北海道 81,779 87,766 107.32% 滋賀県 85,993 88,765 103.22%

青森県 74,085 76,407 103.13% 京都府 91,972 93,031 101.15%

岩手県 87,351 88,630 101.46% 大阪府 85,064 89,367 105.06%

宮城県 79,450 81,276 102.30% 兵庫県 87,110 89,142 102.33%

秋田県 71,627 76,997 107.50% 奈良県 80,340 84,547 105.24%

山形県 83,023 88,005 106.00% 和歌山県 96,162 99,352 103.32%

福島県 78,892 81,220 102.95% 鳥取県 86,712 87,917 101.39%

茨城県 82,528 85,056 103.06% 島根県 100,019 103,724 103.70%

栃木県 75,841 78,788 103.89% 岡山県 86,789 90,284 104.03%

群馬県 77,311 79,546 102.89% 広島県 98,059 102,410 104.44%

埼玉県 80,440 85,331 106.08% 山口県 84,193 85,179 101.17%

千葉県 78,090 78,197 100.14% 徳島県 77,311 79,381 102.68%

東京都 103,286 106,498 103.11% 香川県 78,019 78,611 100.76%

神奈川県 92,140 94,395 102.45% 愛媛県 76,853 80,860 105.21%

新潟県 78,241 80,963 103.48% 高知県 92,696 99,123 106.93%

富山県 76,263 80,054 104.97% 福岡県 82,305 85,333 103.68%

石川県 79,271 82,036 103.49% 佐賀県 89,286 91,708 102.71%

福井県 92,936 95,522 102.78% 長崎県 94,909 96,744 101.93%

山梨県 77,387 81,021 104.70% 熊本県 79,220 83,220 105.05%

長野県 87,055 89,781 103.13% 大分県 92,843 95,511 102.87%

岐阜県 81,581 87,120 106.79% 宮崎県 68,407 74,967 109.59%

静岡県 81,776 85,647 104.73% 鹿児島県 77,153 80,117 103.84%

愛知県 84,031 85,738 102.03% 沖縄県 75,101 78,438 104.44%

三重県 80,238 83,539 104.11% 全国平均 83,551 86,752 103.83%
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就労継続支援Ａ型における生産活動の経営状況（令和６年3月末時点）

【生産活動の経営状況】

○ 就労継続支援A型における生産活動の状況を確認したところ、生産活動の収益が利用者の賃金総額を下回っ

ている(注)事業所は3,880事業所のうち1,453事業所（37.4%）

※１ 令和６年３月末日時点
※２ （ ）内に前年度の状況（令和５年３月末時点）を記載
※３ 指定基準を満たしていない事業所（ 1,453）のうち、経営改善計画書を提出している事業所は1,345事業所（提出率92.6%）
※４ 指定基準を満たしていない事業所（ 1,453）のうち、令和５年３月末時点も指定基準を満たしていない事業所は1,089事業所（74.9%）

（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調べ）

（注）就労継続支援A型事業所については、平成29年度から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、
設備及び運営に関する基準」（平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定基準」という。）第192条第2項において、「生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る
事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならない」こととされている。指定権者である自治体は、事業
所の状況把握を行い、事業所が当該指定基準を満たしていない場合、経営改善計画書を提出させることとしている。
 また、令和６年度報酬改定では、就労継続支援Ａ型事業所の質の確保・向上を図るため、従来より指定基準において求めていたことに関して、生産活動収支が賃金総額

を上回った場合を高く評価するとともに、下回った場合に厳しくする等の見直しを行った。

指定事業所
経営状況を

把握した事業所
指定基準を満たしていない事業所

4,651

(4,472)

3,880

(3,715)

1,453

(1,882)

37.4%

(50.7%)

12
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【都道府県別】就労継続支援Ａ型における生産活動の経営改善状況（令和６年３月末時点）

（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調べ）
※ 指定事業所のうち、新規指定より６月未満の事業所及び休止の事業所は、経営状況を把握する必要はない。

(②／①) (③／②) (④／③) (②／①) (③／②) (④／③)

北海道 113 107 94.7% 45 42.1% 35 77.8% 滋賀県 41 20 48.8% 2 10.0% 0 0.0%

青森県 39 4 10.3% 4 100.0% 4 100.0% 京都府 37 37 100.0% 8 21.6% 8 100.0%

岩手県 31 27 87.1% 13 48.1% 11 84.6% 大阪府 106 86 81.1% 41 47.7% 34 82.9%

宮城県 32 28 87.5% 9 32.1% 9 100.0% 兵庫県 74 26 35.1% 17 65.4% 13 76.5%

秋田県 13 13 100.0% 8 61.5% 8 100.0% 奈良県 40 31 77.5% 19 61.3% 19 100.0%

山形県 23 20 87.0% 7 35.0% 7 100.0% 和歌山県 36 31 86.1% 12 38.7% 12 100.0%

福島県 18 17 94.4% 5 29.4% 4 80.0% 鳥取県 24 20 83.3% 1 5.0% 0 0.0%

茨城県 104 47 45.2% 8 17.0% 8 100.0% 島根県 21 17 81.0% 5 29.4% 5 100.0%

栃木県 82 51 62.2% 26 51.0% 26 100.0% 岡山県 32 32 100.0% 6 18.8% 6 100.0%

群馬県 39 34 87.2% 12 35.3% 12 100.0% 広島県 23 22 95.7% 2 9.1% 2 100.0%

埼玉県 54 48 88.9% 9 18.8% 9 100.0% 山口県 38 31 81.6% 9 29.0% 9 100.0%

千葉県 105 89 84.8% 13 14.6% 13 100.0% 徳島県 32 30 93.8% 5 16.7% 5 100.0%

東京都 79 77 97.5% 10 13.0% 10 100.0% 香川県 17 14 82.4% 3 21.4% 3 100.0%

神奈川県 35 29 82.9% 6 20.7% 6 100.0% 愛媛県 33 32 97.0% 13 40.6% 13 100.0%

新潟県 30 25 83.3% 8 32.0% 8 100.0% 高知県 8 8 100.0% 1 12.5% 1 100.0%

富山県 30 27 90.0% 22 81.5% 22 100.0% 福岡県 173 106 61.3% 50 47.2% 47 94.0%

石川県 31 30 96.8% 15 50.0% 15 100.0% 佐賀県 57 49 86.0% 20 40.8% 19 95.0%

福井県 42 41 97.6% 21 51.2% 21 100.0% 長崎県 36 35 97.2% 8 22.9% 8 100.0%

山梨県 17 17 100.0% 3 17.6% 3 100.0% 熊本県 109 102 93.6% 47 46.1% 47 100.0%

長野県 46 31 67.4% 10 32.3% 8 80.0% 大分県 42 40 95.2% 16 40.0% 16 100.0%

岐阜県 89 84 94.4% 22 26.2% 22 100.0% 宮崎県 27 27 100.0% 8 29.6% 8 100.0%

静岡県 86 64 74.4% 19 29.7% 19 100.0% 鹿児島県 57 47 82.5% 17 36.2% 14 82.4%

愛知県 104 63 60.6% 63 100.0% 63 100.0% 沖縄県 80 66 82.5% 26 39.4% 26 100.0%

三重県 85 50 58.8% 17 34.0% 15 88.2% 合計 2,470 1,932 78.2% 711 36.8% 673 94.7%

指定権者

②経営状況を把握

した

事業所

指定権者①指定

事業所 ④経営改善計画提出済

事業所

②経営状況を把握し

た

事業所

①指定

事業所

③指定基準を

満たしていない事業所

（生産活動収支＜

利用者賃金）

③指定基準を

満たしていない事業所

（生産活動収支＜

利用者賃金）

④経営改善計画提出済

事業所
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【指定都市別】就労継続支援Ａ型における生産活動の経営改善状況（令和６年３月末時点）

（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調べ）
※ 指定事業所のうち、新規指定より６月未満の事業所及び休止の事業所は、経営状況を把握する必要はない。

(②／①) (③／②) (④／③)

札幌市 128 106 82.8% 53 50.0% 50 94.3%

仙台市 31 28 90.3% 15 53.6% 14 93.3%

さいたま市 29 26 89.7% 11 42.3% 11 100.0%

千葉市 23 21 91.3% 2 9.5% 2 100.0%

横浜市 31 27 87.1% 11 40.7% 0 0.0%

川崎市 21 21 100.0% 7 33.3% 7 100.0%

相模原市 15 14 93.3% 3 21.4% 3 100.0%

新潟市 26 24 92.3% 14 58.3% 14 100.0%

静岡市 32 29 90.6% 3 10.3% 3 100.0%

浜松市 32 32 100.0% 9 28.1% 9 100.0%

名古屋市 137 129 94.2% 76 58.9% 76 100.0%

京都市 62 62 100.0% 27 43.5% 27 100.0%

大阪市 241 178 73.9% 88 49.4% 59 67.0%

堺市 23 20 87.0% 3 15.0% 3 100.0%

神戸市 55 48 87.3% 6 12.5% 6 100.0%

岡山市 61 59 96.7% 28 47.5% 28 100.0%

広島市 42 38 90.5% 16 42.1% 16 100.0%

北九州市 48 46 95.8% 16 34.8% 16 100.0%

福岡市 98 82 83.7% 10 12.2% 10 100.0%

熊本市 55 54 98.2% 14 25.9% 13 92.9%

合計 1,190 1,044 87.7% 412 39.5% 367 89.1%

④経営改善計画提出済事業

所

指定権者 ②経営状況を把握した事

業所

③指定基準を

満たしていない事業所

（生産活動収支＜

利用者賃金）

①指定事業所



【中核市別】就労継続支援Ａ型における生産活動の経営改善状況（令和６年３月末時点）

（厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調べ）※ 指定事業所のうち、新規指定より６月未満の事業所及び休止の事業所は、経営状況を把握する必要はない。 （厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課調べ）

(②／①) (③／②) (④／③) (②／①) (③／②) (④／③)

函館市 5 5 100.0% 1 20.0% 0 0.0% 大津市 5 5 100.0% 0 0.0% 0

旭川市 9 7 77.8% 1 14.3% 0 0.0% 豊中市 5 5 100.0% 3 60.0% 2 66.7%

青森市 23 19 82.6% 8 42.1% 8 100.0% 高槻市 6 6 100.0% 1 16.7% 1 100.0%

八戸市 19 19 100.0% 5 26.3% 5 100.0% 枚方市 12 12 100.0% 5 41.7% 5 100.0%

盛岡市 17 17 100.0% 6 35.3% 6 100.0% 八尾市 18 18 100.0% 9 50.0% 2 22.2%

秋田市 10 8 80.0% 5 62.5% 5 100.0% 寝屋川市 5 4 80.0% 3 75.0% 2 66.7%

山形市 7 6 85.7% 4 66.7% 4 100.0% 東大阪市 18 16 88.9% 8 50.0% 8 100.0%

福島市 7 6 85.7% 2 33.3% 2 100.0% 吹田市 8 8 100.0% 0 0.0% 0

郡山市 7 7 100.0% 4 57.1% 4 100.0% 姫路市 16 15 93.8% 2 13.3% 2 100.0%

いわき市 6 6 100.0% 0 0.0% 0 尼崎市 21 16 76.2% 15 93.8% 14 93.3%

水戸市 19 9 47.4% 4 44.4% 3 75.0% 明石市 16 16 100.0% 5 31.3% 5 100.0%

宇都宮市 32 32 100.0% 9 28.1% 9 100.0% 西宮市 17 16 94.1% 7 43.8% 7 100.0%

前橋市 6 5 83.3% 3 60.0% 3 100.0% 奈良市 17 16 94.1% 6 37.5% 6 100.0%

高崎市 9 8 88.9% 3 37.5% 3 100.0% 和歌山市 19 19 100.0% 8 42.1% 8 100.0%

川越市 12 12 100.0% 6 50.0% 6 100.0% 鳥取市 13 12 92.3% 1 8.3% 1 100.0%

川口市 14 14 100.0% 2 14.3% 2 100.0% 松江市 12 12 100.0% 3 25.0% 2 66.7%

越谷市 14 14 100.0% 4 28.6% 4 100.0% 倉敷市 26 26 100.0% 12 46.2% 10 83.3%

船橋市 15 13 86.7% 7 53.8% 7 100.0% 呉市 7 7 100.0% 2 28.6% 2 100.0%

柏市 9 8 88.9% 4 50.0% 3 75.0% 福山市 16 16 100.0% 4 25.0% 4 100.0%

八王子市 10 10 100.0% 2 20.0% 0 0.0% 下関市 8 6 75.0% 3 50.0% 3 100.0%

横須賀市 4 4 100.0% 0 0.0% 0 高松市 15 14 93.3% 2 14.3% 2 100.0%

富山市 35 33 94.3% 20 60.6% 20 100.0% 松山市 46 46 100.0% 2 4.3% 2 100.0%

金沢市 25 25 100.0% 16 64.0% 16 100.0% 高知市 16 16 100.0% 0 0.0% 0

福井市 19 19 100.0% 9 47.4% 8 88.9% 久留米市 32 31 96.9% 20 64.5% 19 95.0%

甲府市 6 3 50.0% 0 0.0% 0 長崎市 17 17 100.0% 2 11.8% 2 100.0%

長野市 16 5 31.3% 3 60.0% 3 100.0% 佐世保市 11 11 100.0% 7 63.6% 7 100.0%

松本市 13 1 7.7% 0 0.0% 0 大分市 36 30 83.3% 7 23.3% 7 100.0%

岐阜市 42 39 92.9% 19 48.7% 19 100.0% 宮崎市 32 24 75.0% 9 37.5% 9 100.0%

豊橋市 15 12 80.0% 4 33.3% 4 100.0% 鹿児島市 29 29 100.0% 6 20.7% 6 100.0%

岡崎市 11 10 90.9% 8 80.0% 8 100.0% 那覇市 29 21 72.4% 7 33.3% 4 57.1%

豊田市 13 11 84.6% 5 45.5% 5 100.0% 合計 992 888 89.5% 327 36.8% 303 92.7%

一宮市 15 11 73.3% 4 36.4% 4 100.0%

指定権者 ②経営状況を把握した

事業所
指定権者①指定

事業所
④経営改善計画提出済

事業所

②経営状況を把握した

事業所

①指定

事業所

③指定基準を

満たしていない事業所

（生産活動収支＜

利用者賃金）

③指定基準を

満たしていない事業所

（生産活動収支＜

利用者賃金）

④経営改善計画提出済

事業所
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1. 障害福祉サービスの現状

2. 就労選択支援に関するこれまでの取組と現状

3. 就労選択支援の概要

4. 参考資料－ こ れ ま で の 取 組 と 今 年 度 の 取 組 －



就労継続支援Ｂ型の対象者について（変遷）

17

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

就労系
サービ
ス創設

就労定
着支援
創設

就労選
択支援
創設

障害者自立支援法 障害者総合支援法

（一）就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

（二）就労移行支援事業を利用（暫定支給決定における利用を含む）した結果、本事業の利用が適当と判断された者
（三）（一）及び（二）のいずれにも該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者

（四）平成21年3月31日までの間に限り、（一）から（三）までのいずれにも該当しない者であって、地域に一般就労や就労継続支援A型事業所による雇
用の場が乏しいことや、就労移行支援事業所が少なく、一般就労へ移行することが困難と市町村が判断した地域における本事業の利用希望者

就労アセスメント開始

＜留意事項通知より＞
（一）就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者

（二）就労移行支援事業を利用（暫定支給決定における利用を含む）した結果、本事業の利用が適当と判断された者
（三）（一）及び（二）のいずれにも該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者

（四）平成24年3月31日までの間に限り、（一）から（三）までのいずれにも該当しない者であって、地域に地域に一般就労や就労継続支援A型事業所に
よる雇用の場が乏しいことや、就労移行支援事業所が少なく、一般就労へ移行することが困難と市町村が判断した地域における本事業の利用希望者

＜平成24年3月21日 事務連絡より＞
就労継続支援Ｂ型の利用対象者については、原則として、就労移行支援事業等の利用により、本人の能力・適性についてアセスメントを経た上で「就労継続支援Ｂ型の利用が適当と判断された者」が同事業を利用することが
できることとしているところですが、地域に就労移行支援事業所等が少なく、利用することが困難であると市町村が判断した場合には、平成２４年３月３１日までの経過措置として、就労移行支援事業を経ずに直接就労継続支援
Ｂ型の利用を認める扱いとしてきたところです。
本経過措置の取扱いについては、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う留意事項について（平成１８年１０月３１日障発

第１０３１００１号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）」の改正によりお示しをすることになりますが、昨年実施したアンケートで就労移行支援事業によるアセスメントの体制が未だ十分ではないこ
とが明らかとなったこと等を踏まえ、当該経過措置を１年間延長する方向とすることといたしました。

＜平成25年4月4日 内翰より＞
就労移行支援事業所がない等により適切にアセスメントが行えない地域において、既存の枠組を活用することでアセスメントが実施可能となる場合もあることから、具体的な取組方法を下記の第２としてお示しするので、適切な
アセスメントを行えない現状にある地域においては、これらの取組につき検討を行い、実施が可能な地域ではできるだけ早期に対応をいただくようお願いしたい。

また、就労継続支援Ｂ型事業の利用に係る経過措置の取扱いについては、今般、一定の要件を加えた上で平成26年度末（平成27年３月末）まで経過措置を延長する。



○ 対象者

就労継続支援Ｂ型

○ 事業所数 ○ 利用者数

(１)「平均工賃月額」に応じた報酬体系
(２)「利用者の就労や生産活動等への参加等」

をもって一律に評価する報酬体系

【独自の加算】
● 地域協働加算 30単位／日

就労や生産活動の実施にあたり、地域や地域
住民と協働した取組を実施する事業所を評価。

○ サービス内容 ○ 主な人員配置

■ 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活
動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される障害者

  ① 企業等や就労継続支援事業（Ａ型）での就労経験がある者であって、年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者
② ５０歳に達している者または障害基礎年金1級受給者

  ③ ①及び②に該当しない者であって、就労移行支援事業者によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者
④ 通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を

一時的に必要とする者

■ 通所により、就労や生産活動の機会を提供（雇用契約は結ばない）するとともに、一般就労に必要な知識、
能力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援

■ 平均工賃が工賃控除程度の水準（月額3,000円程度）を上回ることを事業者指定の要件とする
■ 事業者は、平均工賃の目標水準を設定し、実績と併せて都道府県知事へ報告、公表
■ 利用期間の制限なし

基本報酬の体系（いずれかを選択）

○ 報酬単価（令和3年報酬改定以降、2類型の報酬体系）

■ サービス管理責任者

■ 職業指導員
 生活支援員 １０：１以上

就労移行支援体制加算 ５～93単位／日
※ 基本報酬の区分等に応じ、一般就労へ移行し６

月以上定着した者の数にごとに加算

食事提供体制加算、送迎加算等
⇒ 他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件

を満たせば算定可能

福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)､(Ⅱ) ､(Ⅲ)
15､10､６単位

⇒ Ⅰ：社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35％
雇用されている場合

⇒ Ⅱ：社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25％
雇用されている場合

⇒ Ⅲ：常勤職員が75％以上又は勤続3年以上が
30％以上の場合

※ 定員20人以下、人員配置6：1の場合

定 員 基本報酬

20人以下 584単位/日

平均工賃月額 基本報酬

4.5万円以上 837単位/日

3.5万円以上4.5万円未満 805単位/日

3万円以上3.5万円未満 758単位/日

2.5万円以上3万円未満 738単位/日

2万円以上2.5万円未満 726単位/日

1.5万円以上2万円未満 703単位/日

1万円以上1.5万円未満 673単位/日

1万円未満 590単位/日

● ピアサポート実施加算 100単位／月
利用者に対し、一定の支援体制のもと、就労

や生産活動等への参加等に係るピアサポートを
実施した場合に、当該支援を受けた利用者の数
に応じ、各月単位で所定単位数を加算。

※ 人員配置6：1の場合

（１）及び（２）共通の主な加算

（国保連令和 年 月実績）6 1118,313 （国保連令和 年 月実績）6 11379,100 18



就労系障害福祉サービス事業所による現行の「アセスメント」の状況

• H28年度厚生労働科学研究の報告によれば、就労継続支援Ｂ型を希望して就労移行支援事業者による就労アセスメントを受けた者のうち、

1割強の者が一般就労、就労移行支援、就労継続支援Ａ型等の他の進路に繋がっている。（下図１参照）

• 一方、Ｂ型事業所に進むことが利用者・支援者間でほぼ決まっており、Ｂ型事業所を利用する前提でアセスメントが行われている可能性が

あることも指摘されている。

• 就労アセスメントを実施する障害者就業・生活支援センターについては、アセスメント担当者の就労アセスメント技術の向上も重要な要素

として捉えられている旨指摘されている。

• 地方自治体からの報告（平成30年度実施）によれば、就労移行支援及び就労継続支援A型について、暫定支給決定後に支給内容を変更・調

整を行った件数が一定数あり、また、本支給決定に先立って行うべき暫定支給決定が行われていないケースがある。（下表１参照）

一般就労

2%

就労移行支援

8%

就労継続支

援Ａ型

1%

就労継続

支援Ｂ型

67%

生活介護

2%

その他の福祉

サービス

1%

進学

0%

在学中

7%

その他

1%

不明

11%

平成28年度厚生労働科学研究費補助金「就労アセスメント実施者に対する研修カリキュラム構築のための調査研究」

表１：就労移行支援と就労継続支援Ａ型の利用に係る暫定支給決定等の実施状況

市町村における支給決定及び就労ニーズにかかる自治体報告結果（平成30年度） 厚生労働省障害福祉課調べ

図１：当初就労継続支援B型を希望した者のアセスメント後の進路
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★２年間を超えた場合の期間設定

標準支援期間内に支
援を終了したため

対象者、事業所から
延長希望がないため

①全て標準期間内に支援を終了したため

②支援の効果が認められないため

③自治体の運用ルール等に定めているため

④期間の延長希望がないため

⑤その他

①複数回利用は一律認めていない

②過去の利用期間を含めて標準支援期
間（２年間）の期間内において複数回
利用を認めることがある

③過去の利用期間を含めて標準支援期
間（２年間）を超えた場合でも、複数
回利用を認めることがある

④その他

就労移行支援事業所の複数回
利用は一切認めていない

行っている

★就労移行支援の標準支援期間（２年間）を超えて就労移
行支援の更新を行っているか。（回答数 １，５７５自治体）

行っていない

★２年間を超えた利用更新を行わなかった理由

１年間

会議等により個別設定

就労移行支援事業における利用更新等について

○就労移行支援の標準支援期間（2年間）を超えて就労移行支援の更新を行う際には、対象者の状況
にあわせて適切な期間を設定する必要がある。

○就労移行支援を複数回利用する場合の可否については個々の対象者の状況にあわせて適切に判
断する必要がある。

①1年間の設定

②7ヶ月～1年間の設定

③1ヶ月～6ヶ月の設定

④会議等により個別に期間設定

⑤その他

自治体の運用
ルールで定めて
いるため

★就労移行支援を複数回利用を行っているか

市町村における支給決定及び就労ニーズにかかる自治体報告結果（平成30年度） 厚生労働省障害福祉課調べ 20



就労継続支援Ａ型における暫定支給決定

○ 就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について（抄）

(略)
イ 適正なサービス利用等について
 a支給決定手続について

就労継続支援Ａ型の利用に当たっては、当該サービスが一定期間の訓練を行うサービスであるこ
とを踏まえ、就労継続支援Ａ型の利用が適切か否かの客観的な判断を行うため、原則として、暫定
支給決定を行うこととしている。本支給決定の判断に当たっては、就労継続支援の対象者が「通常
の事業所に雇用されることが困難な障害者」とされていることから、暫定支給決定期間中の利用実
績、サービス管理責任者による評価等も踏まえ、一般就労や就労移行支援などの他の事業の利用の
可能性を検討すること。
なお、暫定支給決定については、既に暫定支給決定期間中に行うアセスメントと同等と認められ

るアセスメントが行われており、改めて暫定支給決定によるアセスメントを要しないものと市町村
が認めるときは、暫定支給決定は行わなくても差し支えない。ただし、暫定支給決定の要否を検討
することなく、一律に暫定支給決定を行わないということがないよう、公平公正な支給決定手続き
を行う観点から、市町村が、例外的に暫定支給決定によるアセスメントを行わなくても差し支えな
いとする取扱いを行う場合は、地域の実情に応じて、以下のような場合に限定した運用とするなど、
手続きの明確化・透明化を図ること。その際、管内の市町村で著しい違いが生じることは適切では
ないため、都道府県が積極的に関与することが重要であること。

・ 就労継続支援Ａ型利用者が他の市町村に転居し、転居後の市町村においても別の就労継続支
 援Ａ型を利用希望であり、転居前に利用していた事業所から転居後に利用予定の事業所にア
セスメント情報が十分に引き継がれている場合

・ 就労移行支援利用後に就労継続支援Ａ型を利用希望があり、当該就労移行支援事業所から利
用予定の就労継続支援Ａ型事業所にアセスメント情報が十分に引き継がれている場合

21



＜変更調整を行われない理由＞
○暫定支給期間によって利用サービスの変
更・調整の必要がないと判断したため
○サービス内容の変更・調整を利用者が望
まないため

＜どのような変更調整を行ったか＞
○他の就労系障害福祉サービスの利用につなげた
○特に他のサービスの利用につながらなかった
○当該サービスの利用を延期した

暫定支給決定の適切な実施について

○本支給決定に先立って本来行うべき暫定支給決定によるアセスメントが実施されていないケースが
見られる。アセスメントと同等と認められる情報収集が行われていない場合は、暫定支給決定によって
アセスメントを的確に行う必要がある。

○暫定支給後にサービスの変更・調整を行うケースは少ない。暫定支給決定期間中の利用状況を踏ま
えて、サービス利用による支援効果が見込まれるか、適切に判断する必要がある。

平成30年度に本支給決定
した件数（新規利用のみ）

本支給決定に先立ち
暫定支給決定した件数

そのうち変更・調整
を行った件数

就労移行
支援

件数 32,263件 21,572件 ８６７件

市町
村数

１，３０７ ９３６ ２１７

就労継続支
援Ａ型

件数 29,509件 14,030件 ２１０件

市町
村数

１，２５４ ８９２ ９８

＜暫定支給しない理由等＞
・既にアセスメントと同等と認め
られるアセスメントが行われてい
るため
・既に本人と事業者間で本契約が
進んでいる場合
・暫定支給決定を実施していない

＜暫定支給しない理由等＞
・転入の場合
・事前に就労移行支援を利用して
いる場合
・既に本人と事業者間で本契約が
進んでいる場合
・暫定支給決定を実施していない

市町村における支給決定及び就労ニーズにかかる自治体報告結果（平成30年度） 厚生労働省障害福祉課調べ

★就労移行支援と就労継続支援Ａ型の利用の際に必要な暫定支給決定の実施状況

★暫定支給決定によってサービスの変更調整を行なわない理由等
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1. 障害福祉サービスの現状

2. 就労選択支援に関するこれまでの取組と現状

3. 就労選択支援の概要

4. 参考資料－ こ れ ま で の 取 組 と 今 年 度 の 取 組 －



障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための
法律等の一部を改正する法律の概要

施 行 期 日
令和６年４月１日（ただし、２①及び５の一部は公布後３年以内の政令で定める日、３②の一部、５の一部及び６②は令和５年４月１日、４①及び②の一部は令和５年10月１日）

改 正 の 概 要
１．障害者等の地域生活の支援体制の充実【障害者総合支援法、精神保健福祉法】

① 共同生活援助（グループホーム）の支援内容として、一人暮らし等を希望する者に対する支援や退居後の相談等が含まれることを、法律上明確化する。
② 障害者が安心して地域生活を送れるよう、地域の相談支援の中核的役割を担う基幹相談支援センター及び緊急時の対応や施設等からの地域移行の推進を担う地域

生活支援拠点等の整備を市町村の努力義務とする。
③ 都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできるようにするとともに、これらの

者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化する。

２．障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進【障害者総合支援法、障害者雇用促進法】

① 就労アセスメント（就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理）の手法
を活用した「就労選択支援」を創設するとともに、ハローワークはこの支援を受けた者に対して、そのアセスメント結果を参考に職業指導等を実施する。

② 雇用義務の対象外である週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大のため、実雇用率に
おいて算定できるようにする。

③ 障害者の雇用者数で評価する障害者雇用調整金等における支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化する。

３．精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備【精神保健福祉法】

① 家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村長の同意により医療保護入院を行うことを可能とする等、適切に医療を提供できるようにするほか、
医療保護入院の入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について、一定期間ごとに入院の要件の確認を行う。

② 市町村長同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望のもと、入院者の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに、必要な情報提供を行う「入院者訪問支援事業」
を創設する。また、医療保護入院者等に対して行う告知の内容に、入院措置を採る理由を追加する。

③ 虐待防止のための取組を推進するため、精神科病院において、従事者等への研修、普及啓発等を行うこととする。また、従事者による虐待を発見した場合に都道
府県等に通報する仕組みを整備する。

４．難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療養生活支援の強化【難病法、児童福祉法】

① 難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する医療費助成について、助成開始の時期を申請日から重症化したと診断された日に前倒しする。
② 各種療養生活支援の円滑な利用及びデータ登録の促進を図るため、「登録者証」の発行を行うほか、難病相談支援センターと福祉・就労に関する支援を行う者の

連携を推進するなど、難病患者の療養生活支援や小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を強化する。

５．障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベース（ＤＢ）に関する規定の整備【障害者総合支援法、児童福祉法、難病法】

障害ＤＢ、難病ＤＢ及び小慢ＤＢについて、障害福祉サービス等や難病患者等の療養生活の質の向上に資するため、第三者提供の仕組み等の規定を整備する。

６．その他【障害者総合支援法、児童福祉法】

① 市町村障害福祉計画に整合した障害福祉サービス事業者の指定を行うため、都道府県知事が行う事業者指定の際に市町村長が意見を申し出る仕組みを創設する。
② 地方分権提案への対応として居住地特例対象施設に介護保険施設を追加する。  等

このほか、障害者総合支援法の平成30年改正の際に手当する必要があった同法附則第18条第２項の規定等について所要の規定の整備を行う。

障害者等の地域生活や就労の支援の強化等により、障害者等の希望する生活を実現するため、①障害者等の地域生活の支援体制の充実、②障害者の多様な就労ニーズ
に対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進、③精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備、④難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の
充実及び療養生活支援の強化、⑤障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベースに関する規定の整備等の措置を講ずる。

改 正 の 趣 旨
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就労選択支援の法令事項

第五条 （略）

13 この法律において「就労選択支援」とは、就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所

に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするものとして①主務省令で定める者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、

就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の②主務省令で定める事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び

当該整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の③主務省令で定める便宜を供与することをいう。

※施行期日は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

法 の 条 文
※ 第13項を新設

※ 上記の他、就労選択支援の創設に伴う所要の規定の整備を行うため関係政令・省令・告示を改正予定であり、令和６年度中に公布予定

公 布 済 み の も の

今 後 公 布 予 定 の も の

＜告示＞※令和６年度中に公布予定
基準省令において、就労選択支援員の要件を「厚生労働大臣が定めるもの」と規定しており、当該要件を規定する
（就労選択支援員は就労選択支援員養成研修の修了を要件とする等。詳細後述）

＜障害者総合支援法施行規則＞※令和６年１月25日公布
①主務省令で定める者
• 就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行

支援又は就労継続支援を利用している者

③主務省令で定める便宜
• 障害福祉サービス事業を行う者その他の関係者との適切な支援の提供のため

に必要な連絡調整 等

②主務省令で定める事項
• 障害の種類及び程度/就労に関する意向/就労に関する経験/就労するために

必要な配慮及び支援/就労するための適切な作業の環境/その他適切な選択の
ために必要な事項

④その他
• 支給決定の有効期間：１か月又は２か月のうち市町村が定める期間 等

＜報酬告示＞※令和６年３月15日公布
就労選択支援サービス費：1,210単位／日、特定事業所集中減算：200単位／日 等

＜政令＞※令和６年度中に公布予定
施行期日：令和７年10月１日

＜基準省令＞※令和６年１月25日公布
〇人員基準
• 就労選択支援員は、常勤換算方法で利用者の数を15で除した数以上
• 就労選択支援員は指定就労選択支援の提供に当たる者として「厚生労働大

臣が定めるもの」とする 等

〇運営基準
• 実施主体は、就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス

事業者であって、過去３年以内に３人以上の利用者が新たに通常の事業所
に雇用されたもの等とする

• 就労選択支援事業者は、協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪
問等により、地域における就労支援に係る社会資源、雇用に関する事例等
に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する
情報を提供するよう努めることとする 等
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新たに創設される就労選択支援の円滑な実施①

○ 障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や
適性等に合った選択を支援する就労選択支援を創設する。（令和７年10月１日施行）

対象者

○ 就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に
就労移行支援又は就労継続支援を利用している者

※ 令和７年10月以降、就労継続支援B型の利用申請前に、原則として
就労選択支援を利用する。また、新たに就労継続支援A型を利用する
意向がある者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて利用す
る意向のある者は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、令和９年４月
以降、原則として就労選択支援を利用する。

基本プロセス

○ 短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向等整理（アセスメント）を実施。
○ アセスメント結果の作成に当たり、利用者及び関係機関の担当者等を招集して多機関連携会議を開催し、利用者の就労に関する意向確認を行うとと

もに担当者等に意見を求める。
○ アセスメント結果を踏まえ、必要に応じて関係機関等との連絡調整を実施。
○ 協議会への参加等による地域の就労支援に係る社会資源や雇用事例等に関する情報収集、利用者への進路選択に資する情報提供を実施。

Ọ

ọ

就労系障害福祉サービス利用

ṕ Ṗ

障
害
者
本
人
と
協
同

支給決定期間
○ 原則１か月 １か月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要が

ある場合は、２か月の支給決定を行う。

基本報酬の設定等
○ 就労選択支援サービス費 1,210単位／日

○ 特定事業所集中減算    200単位／日

正当な理由なく、就労選択支援事業所において前６月間に実施したアセスメントの
結果を踏まえて利用者が利用した指定就労移行支援、指定就労継続支援Ａ型又は指定
就労継続支援Ｂ型のそれぞれの提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたも
のの占める割合が100分の80を超えている場合について、減算する。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定
（一部改変）
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新たに創設される就労選択支援の円滑な実施②

実施主体

○ 就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去３年以内に３人以上の利用者が新たに通常
の事業所に雇用されたものや、これらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める以下の
ような事業者を実施主体とする。

就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター、
障害者能力開発助成金による障害者能力開発訓練事業を行う機関等

○ 就労選択支援事業者は、協議会への定期的な参加、公共職業安定所への訪問等により、地域における就労支援に係る社会資源、
雇用に関する事例等に関する情報の収集に努めるとともに、利用者に対して進路選択に資する情報を提供するよう努めることと
する。

従事者の人員配置・要件
○ 就労選択支援員 １５：１以上

・  就労選択支援員は就労選択支援員養成研修の修了を要件とする。
※ 経過措置として、令和９年度末までは、基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修の修了者を就労選択支援員とみなす。

・ 就労選択支援員養成研修の受講要件としては、基礎的研修を修了していることや障害者の就労支援分野の勤務実績（注）が通
算５年以上あることを要件とする。

※ 基礎的研修の実施状況を踏まえ、令和９年度末までは、基礎的研修と同等以上の研修の修了者でも受講可能とする。

・ 就労選択支援は短時間のサービスであることから、個別支援計画の作成は不要とし、サービス管理責任者の配置は求めない
こととする。

特別支援学校等における取扱い

○ より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するため、特別支援学校高等部の３年生以外の各学年で実施できること、
また、在学中に複数回実施することを可能とする。加えて、職場実習のタイミングでの就労選択支援も実施可能とする。

令和６年度障害福祉サービス等報酬改定
（一部改変）

（注）「障害者の就労支援分野の勤務実績」は、直接処遇職員として、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、就労定
着支援事業所、障害者職業センター及び障害者就業・生活支援センターにおいて支援を行った実績とする。（令和９
年度末までに基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修を修了していることを以て就労選択支援員として勤務した
実績を含む。）
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就労選択支援の創設

障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、

就労能力や適性等に合った選択を支援する新たなサービス（就労選択支援）※を創設する。

概 要

第五条 （略）

13 この法律において「就労選択支援」とは、就労を希望する障害者又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しく

は就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするものと

して主務省令で定める者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並び

に就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の主務省令で定める事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当

該整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な障害福祉サービス事業を行う者等との連絡調整その他の主務省令で定める便

宜を供与することをいう。

※施行期日は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

法 の 条 文

○ 就労系障害福祉サービスの利用を希望する障害者の就労能力や適性を客観的に評価し、それを本人の就労に関する

選択や具体的な支援内容に活用する手法等が確立されていないため、障害者の就労能力や一般就労の可能性について、

障害者本人や障害者を支援する者が十分に把握できておらず、適切なサービス等に繋げられていない。

○ 一旦、就労継続支援Ａ型・Ｂ型の利用が始まると、固定されてしまいやすい。

○ 本人の立場に立ち、次のステップを促す支援者がいるかどうかで、職業生活、人生が大きく左右される。

現 状 ・ 課 題



就労移行支援
就労継続支援Ａ型
一般就労 等

就労選択支援ができると変わること
～専門的なアセスメントの提供と本人中心の就労選択の支援～

現 状

今後の
方向性

課題③
就労ニーズや能力等に変化があっても、他の選択
肢を積極的に検討する機会は限られている。

市町村
に相談

 Ｂ型利用 Ｂ型利用
就労移行
利用申請

Ｂ型
利用

支
給
決
定
更
新

就労選択
支援

利用申請

改善③
Ｂ型利用後も、希望に応じて新たなサー
ビスを受けることができ、就労ニーズや
能力等の変化に応じた選択が可能となる。

 Ｂ型利用 Ｂ型利用
Ｂ型
利用

支
給
決
定
更
新
等

支
給
決
定

就労移行支援
就労継続支援Ａ型
一般就労 等

市町村
に相談

就労選択支援
利用

※希望に応じて利用

Ｂ型利用
申請

Ｂ型利用
申請

就労移行支援
事業所等による
アセスメント

就労選択支援
利用

※現行の就労アセスメントでは
・50歳に達している者又は障害基礎年金1級の受給者
・就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難になった者

を対象としていない。

３年後

イメージ（就労継続支援B型のケース）

B 型 利 用 後B 型 利 用 前

支
給
決
定
変
更

課題①
実施主体や人材の面で、専門的な支援
体制の整備が必ずしも十分に行われて
いない。

改善①
都道府県等による事業所指定、就労
支援について一定の経験等を有する
人材や研修を通じて育成した人材の
配置により、専門的な支援を受ける
ことが可能 。

支
給
決
定
変
更

アセスメントが、
業務として法令上
位置づけられてい

ない

就労選択支援を
法令上位置づける

課題②
アセスメントにより整理した情報を、
その後の本人の働き方や就労先の選択
に関する支援に十分つなげられていな
い。

暫
定
支
給
決
定

改善②
就労能力や適性、本人のニーズや強み、職
業上の課題、就労に当たっての支援や配慮
事項といった本人と協同して整理した内容
や地域の企業等の情報を基に、関係機関と
連携する
⇒本人にとって、より適切に就労・障害福

祉サービスを選択することが可能となる。

支
給
決
定
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就労選択支援ができると変わること
～専門的なアセスメントの提供と本人中心の就労選択の支援～

イメージ（就労継続支援Ａ型のケース）

課題①
申請段階でサービスを選択する必要が
あるが、選択する上での情報把握や、
自己理解を進めにくい。

Ａ型利用 Ａ型利用 Ａ型利用

Ａ型利用

支
給
決
定
更
新
等

３年後

改善①
サービス開始前に、自身の強みや課題、
配慮事項等を整理する機会が得られ、
本人にとってより適切な就労・障害福
祉サービスの選択が可能となる。

Ａ型
利用申請

Ａ型利用 Ａ型利用
暫定支給決定期間 

２ヶ月以内
（アセスメント）

支
給
決
定
更
新

現状

市町村
に相談

A型
利用申請

就労選択
支援

利用申請

市町村
に相談

今後の
方向性

就労移行支援等

課題③
就労ニーズや能力等に変化があっても、
他の選択肢を積極的に検討する機会が
限られている。

就労選択支援利用
※希望に応じて利用

A 型 利 用 後

改善②
就労する事業所とアセスメント
に係る事業所が異なるので、本
人が自由に選択しやすくなる。

Ａ 型 利 用 前

支
給
決
定
変
更

就労する事
業所がアセ
スメントを
実施

就労する事
業所とは異
なる事業所
がアセスメ
ントを実施

支

給

決

定

変

更

就労選択
支援
利用

課題②
就労する事業所が決まった上で、就労す
る事業所がアセスメントを実施するため、
他の選択肢を持ちにくい。

就労移行支援
就労継続支援Ｂ型
一般就労 等

就労移行支援
就労継続支援Ｂ型
一般就労 等

改善③
サービス開始後も、希望に応じて就労選
択支援を受けることで、
就労ニーズや能力等の変化に応じた選択
が可能となる。
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就労選択支援サービスの流れ（標準1か月イメージ）
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就労選択支援に係るモデル事業（令和６年度実施）

６つのモデル地域で、就労選択支援の試行

的な取組を実施

■実施期間

令和６年７月～令和７年３月末

（各ケースについて、原則としてアセスメント期

間を含め概ね1か月間以内で実施）

■モデル地域

都道府県単位で選定

 (一つのモデル地域につき10ケース以上実施）

令和６年度厚生労働省委託事業において、以下の３つの柱を中心に、令和７年10月の就労選択支援の円滑な施行
に向けたモデル事業を実施。

1. モデル事業の実施

事業所や自治体等が就労選択支援に係る業務

を行う際に活用する実施マニュアルを作成

■実施スケジュール

検討委員会（計４回） 令和６年７月～12月

マニュアル完成 令和７年３月末

マニュアル公表 令和７年４月以降

■実施マニュアルの内容（案）

1. 就労選択支援について
ⅰ.背景
ⅱ.事業概要

 ⅲ.対象者
ⅳ.事業の目的
ⅴ.事業の基本プロセス
ⅵ.就労選択支援における各機関の役割

2. 就労選択支援サービス開始前の調整
ⅰ.サービス開始までの流れ
ⅱ.利用検討にあたり実施すべき事項
ⅲ.計画相談支援事業との連携

３．就労選択支援の実施
ⅰ.本人への情報提供
ⅱ.作業場面等を活用した情報把握

(アセスメント) 
ⅲ.多機関連携によるケース会議

 ⅳ.アセスメントシートの作成
 ⅴ.事業者等との連絡調整

４．先行事例に学ぶ就労選択支援
５．参考資料集

2. 就労選択支援
実施マニュアルの作成

研修シラバス・講義資料等の開発及び実施方

法の整理

■実施スケジュール
  検討委員会（計４回） 令和６年７月～令和７年３月

試行研修の実施 令和７年１月～２月
シラバス等完成 令和７年３月末
シラバス等公表 令和７年４月以降

■研修の内容
① 形式：講義（動画視聴）+演習【計２日間】
② 内容

3. 就労選択支援員養成研修
シラバス・研修教材の作成

埼玉県

北海道

鳥取県

岐阜県
鹿児島県

沖縄県
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就労選択支援員養成研修等事業（令和６年度補正予算）
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（主な内容）※詳細次ページ～

１．実施主体について

２．就労選択支援員の要件・養成・兼務について

３．報酬算定について

４．就労選択支援の対象者について

５．支給決定について

６．指定特定相談支援事業者との連携について

７．特別支援学校等における取扱いについて

８．就労選択支援と他のサービスとの同一日の利用について

９．中立性の確保について
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就労選択支援の施行に向けて

○ 今後、令和７年10月の施行に向けて、令和６年度内を目途に、事業の実施上の留意事項など、就労選択支援の

更なる詳細について、通知等で示す予定。



○ 就労選択支援の実施主体については、指定基準において、「就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービ

ス事業者であって、過去３年以内に当該事業者の事業所の３人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたものそ

の他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める事業者」と定めている。

○ 地域によっては 「過去３年以内に当該事業者の事業所の３人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの」

（要件①）を満たす事業者が存在しない場合もあるが、地域の実情に応じて就労選択支援事業者を確保するため、「そ

の他のこれらと同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有すると都道府県知事が認める事業者」（要件②）に

ついても、実施主体として認めている。

概 要

○ 要件②については、例えば、以下のような事業者について都道府県知事が認めることを想定している。

・ 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人、自治体設置の就労支援センター又は障害者能力開発助成金によ

る障害者能力開発訓練事業を行う機関であって、要件①を満たすもの

○ また、同一市区町村内に就労選択支援事業所が存在しない場合には、例えば以下のような事業者についても、都道府

県知事が認めることを想定している。

・ 就労移行支援又は就労継続支援に係る指定障害福祉サービス事業者であって、過去10年間の連続する３年間に３

人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの

方 向 性

１．実施主体について
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○ 就労選択支援を行う事業所が配置すべき就労選択支援員については、指定基準において、「指定就労選択支援の提供
に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの」としている。

概 要

○ 上記の「厚労大臣が定めるもの」については、以下の内容を令和６年度中に告示で示す。
・ 就労選択支援員養成研修の修了を要件とする。
・ 経過措置として、令和９年度末まで（※１）は、基礎的研修（※２）又は基礎的研修と同等以上の研修（※３）の

修了者を就労選択支援員とみなす。
・ 就労選択支援員養成研修の受講要件としては、基礎的研修を修了していることや障害者の就労支援分野の勤務実績

が通算５年以上あることとする（※４）。なお、基礎的研修の実施状況を踏まえ、令和９年度末までは、基礎的研修
と同等以上の研修（※３）の修了者でも受講可能とする。

○ 令和７年度の就労選択支援員養成研修については、研修の質を担保する観点から、国において実施する。具体的には、
令和７年６月頃から、定員約80人規模の研修を年に10回程度実施予定。具体的な実施時期や申込方法等は令和７年４
月以降、順次、案内予定。

○ 就労選択支援員の兼務について、一体的に運営する就労移行支援事業所等の職業指導員等の直接処遇に係る職員は、
利用者に対するサービス提供に支障が無い場合は、就労選択支援員に従事することができ、兼務を行う勤務時間につい
て、就労選択支援員に係る常勤換算上の勤務時間に算入できるものとする。（現行の就労定着支援員と同様の取扱い）

方 向 性

36

２．就労選択支援員の要件・養成・兼務について

※１ 令和６年度報酬改定の概要において、「就労選択支援員養成研修開始から２年間」と示した要件について、「令和９年度末まで」とする。
※２ 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構等が行う「雇用と福祉の分野横断的な基礎的知識・スキルを付与する研修」
※３ 基礎的研修と同等以上の研修については、以下の研修とする。

・就業支援基礎研修 ・職場適応援助者養成研修 ・サービス管理責任者指導者養成研修 専門コース別研修（就労支援コース） ・専門コース別研
修（就労支援コース）
※４ 「障害者の就労支援分野の勤務実績」とは、直接処遇職員として、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、就労定着支援事業所、障害者職業セ

ンター及び障害者就業・生活支援センターにおいて支援を行った実績とする。（令和９年度末までに基礎的研修又は基礎的研修と同等以上の研修を
修了していることを以て就労選択支援員として勤務した実績を含む。）



○ 就労選択支援の実施に関し、以下の点を留意事項として示す。

・ 事業者においては、サービス提供記録の中で１日単位の支援内容を記録するものとし、事業内容のうち未実施の事
項がある場合は、就労選択支援サービスを適切に提供しておらず、全体として報酬算定の対象とならない。

・ 報酬算定の対象となるのは、就労選択支援として、利用者に対して、直接支援を行った場合とする。
※ 利用者が同席する多機関連携によるケース会議や企業訪問は算定対象とするが、関係機関との連絡調整等のみ行
うなど、利用者の参加を伴わない場合は算定対象としない。

・ 事業内容のうち、①アセスメントについては、作業やコミュニケーション等に関する行動観察が極めて重要である
ことから、対面での実施を基本とする。一方で、②多機関連携によるケース会議や③利用者等へのアセスメント結
果の提供、④事業者等との連絡調整については、対面での実施が難しい場合等、必要に応じて、テレビ電話装置等
を活用した支援（オンラインによる支援）としても差し支えない。

・ １月当たりの利用日数は、就労移行支援等と同様、原則として各月の日数から８日を控除した日数を限度とする。

方 向 性

概 要

３．報酬算定について

○ 就労選択支援では、指定基準において、
①短期間の生産活動等を通じて、就労に関する適性等の評価や意向等整理（アセスメント）
②アセスメント結果の作成に当たって、利用者及び関係機関等を招集して多機関連携によるケース会議を開催
③アセスメント結果を作成し、利用者等へ情報提供
④利用者への適切な支援に向け、必要に応じて事業所など関係機関との連絡調整
を行うことが規定されている（①～④を総称して、以下「事業内容」という）。

○ また、指定基準において、アセスメント結果の作成に当たり、開催する会議については「テレビ電話装置等を活用
して行うことができるもの」とされている。

○ 就労選択支援の報酬算定については、報酬告示において、「指定障害福祉サービス基準第173条の２に規定する指定
就労選択支援を行った場合」に「１日につき1,210単位」と定められている。
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○ 令和６年度報酬改定の概要において、以下に該当する者は、原則として就労選択支援を利用することとしている。
・ 令和７年10月以降、新たに就労継続支援Ｂ型を利用する意向のある者
・ 令和９年４月以降、新たに就労継続支援Ａ型を利用する意向がある者及び就労移行支援における標準利用期間を

超えて利用する意向のある者

○ さらに、令和６年度報酬改定検討チームにおいて、例外的に、就労移行支援等による就労アセスメントや暫定支給決
定を経た就労継続支援A型等の利用が認められる場合として、以下のような事由（以下「例外事由」という）が示され
ている。

・ 近隣に就労選択支援事業所がない場合
・ 利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、就労選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合

概 要

○ 例外事由に該当する場合は、就労移行支援等による就労アセスメントを経た就労継続支援Ｂ型の利用や、暫定支給決

定を経た就労継続支援Ａ型の利用、市町村審査会の個別審査を経た就労移行支援の標準利用期間を超えた利用を認め

る。

※ なお、就労選択支援を原則利用することとした趣旨は、利用者が就労先や働き方を適切に選択できるよう支援するた

めである。就労選択支援事業所においては、利用者に対して、就労に必要な知識や能力の向上に資する事業所等を適

切に情報提供できるよう、日頃から地域の社会資源等に関する情報収集に努めるとともに、利用者の希望や能力、適

性等に応じた事業所等を見極めて情報提供すること。

方 向 性

４．就労選択支援の対象者について
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就労選択支援の対象者について①

39

サービス類型 新たに利用する意向がある障害者
既に利用しており、

支給決定の更新の意向がある障害者

就労継続支援Ｂ型

現行の就労アセスメント対象者（下記以外の者） 令和７年10月から原則利用

希望に応じて利用
・50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者
・就労経験ありの者 (就労経験がある者であって、年齢や体力の面

で一般企業に雇用されることが困難になった者)

希望に応じて利用

就労継続支援Ａ型 令和９年４月から原則利用

就労移行支援 希望に応じて利用
令和９年４月から原則利用※

標準利用期間を超えて更新を希望する者

〇 就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している者

※ 令和７年10月以降、就労継続支援B型の利用申請前に、原則として就労選択支援を利用する。また、新たに就労継続支援A型を利用

する意向がある者及び就労移行支援における標準利用期間を超えて利用する意向のある者は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、

令和９年４月以降、原則として就労選択支援を利用する。

・ 近隣に就労選択支援事業所がない場合や、利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、就労選択支援を受けるまでに待機期間が

生じる場合は、現行の就労アセスメントや暫定支給決定を経た利用を認める。

・ 既に就労移行支援を利用しており、標準利用期間を超えて利用する意向のある者のうち、面接や職場実習といった一般就労に向

けた具体的な予定がある者等、就労移行支援事業所が明らかに就職可能性があると判断した者については、標準利用期間を超え

て利用する場合であっても、就労選択支援の利用を原則としない。

対 象 者



○ 支給決定事務処理要領において、市区町村が適切に支給決定を行うことができるよう、以下の内容を示す。
   ・ 支給決定期間は原則１か月とし、例外事由に該当する場合のみ２か月の支給決定を行う

・ 支給決定期間を延長することは原則想定していないが、 １か月の支給決定を行い、支援開始後に例外事由に該当
することが明らかになった場合に限り、一度のみ、再度１か月の支給決定を行う

※ 再度１か月の支給決定を行う場合や、就労選択支援利用後に就労系サービスの支給決定を行う場合には、市区町村が短期間で複数の支給決定を
行うことが必要になるが、障害支援区分の認定を要しない場合の調査については、事務処理要領において、 「例えば、認定調査の調査項目を
活用しつつ本人や家族、相談支援専門員等からの聞き取りを行うなど、市区町村において必要と考える調査を行い障害の程度を含めた心身の状
況を把握する」旨を示しており、支給決定に当たって勘案すべき項目の中で、短期間で変化が想定されない調査項目を簡略化する等、工夫して
差し支えないこととする。

○ なお、就労選択支援を経た後の就労系障害福祉サービス利用に係る支給決定においては、就労選択支援で作成された
アセスメント結果を勘案することで、利用者本人の希望や能力、適正等に応じて、就労に必要な知識及び能力の向上
に資するサービスの利用が促進されるよう留意すること。

方 向 性

○ 施行規則において、支給決定の有効期間は「１月間又は２月間のうち市町村が定める期間」としている。

○ 令和６年度報酬改定の概要においては、支給決定の期間について、以下のとおりとしている。
・ 支給決定期間は１か月を原則とし、自己理解等の改善に向け、１か月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行

う必要がある場合は、２か月の支給決定を行う。
・ 市町村が、必要以上に就労選択支援を支給決定しないよう、支給決定事務処理要領において示す。

○ さらに、令和６年度報酬改定検討チームにおいて、２か月の支給決定を行う場合としては、以下のような事由（以下
「例外事由」という）が示されている。
・ 自分自身に対して過小評価、過大評価を有していたり、自分自身の特性に対する知識等の不足等、進路に関する自

己理解に大きな課題があり、自己理解等の改善に向け、１か月以上の時間をかけた継続的な作業体験を行う必要が
ある場合

・ 作業に対する集中力や体力の持続、意欲・作業態度の持続に加え、体調や精神面の安定等に課題があり、進路を確
定するに当たり、１か月以上の時間をかけた観察が必要な場合

概 要

５．支給決定について
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○ 就労選択支援の実施にあたっては、特にアセスメント結果の中立性の確保や、就労選択支援の利用に関する必要な情
報提供等の観点から、計画相談支援事業者との連携は非常に重要であり、指定特定相談支援事業者が、就労選択支援
事業者がアセスメントの結果の作成に当たって開催する会議に参加することに加えてサービス提供場面を訪問するな
どの算定要件を満たす場合は、「サービス提供時モニタリング加算」（100単位/月）の算定を可能とする。

方 向 性

○ 指定基準において、就労選択支援に関する計画相談支援事業者の役割及び連携について、以下のとおり定めている。

・ 就労選択支援事業者は、アセスメントの結果の作成に当たり、利用者及び市町村、特定相談支援事業者等、公共職業

安定所その他の関係機関の担当者等を招集して会議を開催し、当該利用者の就労に関する意向を改めて確認するとと

もに、当該担当者等に意見を求める（指定基準第173条の７）

・ 就労系サービス事業者は、利用者に対し、計画相談支援を行う者と連携し、定期的に就労選択支援に関する情報提供

を行う（指定基準第183条の２等）

・ 相談支援専門員は、利用者が現に就労移行支援又は就労継続支援を利用している場合であって、モニタリングの結果

等を踏まえて就労選択支援の利用が必要と認められるときは、就労移行支援の事業を行う者又は就労継続支援の事業

を行う者と連携し、就労選択支援に関する情報の提供その他必要な援助を行う（計画相談指定基準第15条３項６号）

・ 相談支援専門員は、利用者が就労選択支援を利用している場合には、就労選択支援における評価及び整理の結果等を

踏まえてサービス等利用計画の見直しを行うとともに、就労選択支援事業者と連携し、必要な情報の提供及び助言、

関係機関との連絡調整その他の援助を行わなければならない（計画相談指定基準第15条３項７号）

概 要

６．指定特定相談支援事業者との連携について
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※指定特定相談支援事業者を利用する場合の一例

（就労選択支援事業者）

指定特定相談支援事業者が「多機関によるケース会議」に参加するこ
とに加えてサービス提供場面を訪問するなどの算定要件を満たす場合
は、「サービス提供時モニタリング加算」を算定

サービス利用支援費

（基本報酬）

指定特定相談支援事業者が、サービ
ス提供場面を訪問するなどの算定要
件を満たす場合は、「サービス提供
時モニタリング加算」を算定

サービス利用支援費

（基本報酬）

継続サービス利用支援費

（基本報酬）
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（就労移行支援・就労継続支援事業者）
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○ 特別支援学校等の生徒が就労選択支援の利用を希望する場合に、学校においても理解・配慮いただきたいこと、学校

と就労選択支援事業所等との連携を図ること等を依頼する。（厚労省・文科省連名通知において教育委員会等あて通

知予定）

○ 特別支援学校等の生徒が、就労選択支援を受けるために登校できない日については、校長の判断により「選抜のため

の学力検査の受検その他教育上特に必要な場合で、校長が出席しなくてもよいと認めた日数」として「出席停止・忌

引等の日数」に計上することが可能であることを示す。（厚労省・文科省連名通知において教育委員会等あて通知予

定）

方 向 性

○ 令和７年10月以降、新たに就労継続支援B型を利用する場合は、就労継続支援B型の利用支援前に、原則として就労

選択支援を利用することとなるが、特別支援学校等の卒業後に就労継続支援B型を利用する意向がある場合は、在学中

に就労選択支援を受ける必要がある。

○ 令和６年度報酬改定の概要では、特別支援学校における取扱について、以下の内容を示している。

より効果的な就労選択に資するアセスメントを実施するため、特別支援学校高等部の３年生以外の各学年で実施でき

ること、また、在学中に複数回実施することを可能とする。加えて、職場実習のタイミングでの就労選択支援も実施

可能とする。

○ 特別支援学校等の生徒が就労選択支援を受ける場合には、生徒が就労選択支援事業所に通所する場合と、教育課程に

おける職場実習の場面等に就労選択支援事業所が出向いて支援を行う場合がある。また、特別支援学校等の生徒が就

労選択支援事業所に通所する場合、長期休業期間中のほか、授業日に通所する場合も想定される。

概 要

７．特別支援学校等における取扱いについて
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特別支援学校等の在学者に対する就労選択支援の実施

○ 卒業後の進路選択を考える上で、アセスメントした情報を活用できるように、3年生以外

の各学年でも利用が可能

○ 必要に応じて、在学中に複数回利用することも可能

○ 従来の職場実習・施設実習を、就労選択支援のアセスメント場面に活用することも可能

保護者

生  徒

先  生

卒業後、

自分にできる仕事は？

自分に合うサービス（事業所）は？

卒業後、自分の子どもは

どんな働き方ができるのか？

本人に合うサービス（事業所）は？

生徒が希望する進路先は？

特別支援学校高等部における年間スケジュール（例）
※矢印（⇔）期間内のいずれでも実施可能とし、状況等に応じた柔軟な実施ができる
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○ 就労選択支援も、他のサービスを同一日に利用することが想定され、例えば、以下のようなサービスについて支援内容・報酬
に重なりはなく、同一日に併給できる。

○ 障害福祉サービスは、報酬が重複しない利用形態であるならば、市町村がその必要性について適切に判断し、特に必要と認め
る場合は併給を妨げないものとしている。（介護給付費等の支給決定等について（平成19年障発第0323002号部長通知））

概 要

８．就労選択支援と他のサービスとの同一日の利用について

①放課後等デイサービスとの同日利用
（例）満18歳未満の障害児が、日中に特別支援学校に出席する代わりに就労選択支援を利用した後、夕方に放課後等デ

イサービスを利用する。

・就労選択支援は、授業の時間帯も活用して、卒業後の就労に向けて客観的かつ専門的なアセスメント等を行うサー
ビスである一方、放課後等デイサービスは、授業の終了後等に生活能力の向上のために必要な支援等を行うサービ
スであって、就労に向けたアセスメント等の支援は含まれない。そのため、支援内容・報酬に重なりはなく、同一
日に併給できる。

②障害児入所施設との同日利用
（例）障害児入所施設の入所児童が、日中に特別支援学校に出席する代わりに就労選択支援を利用する。

・就労選択支援は、就労に関する客観的かつ専門的なアセスメントを行うサービスである一方、障害児入所支援は、
保護や日常生活における基本的な動作及び独立自活に必要な知識技能の習得のための支援を行うサービスであるが、
就労に向けたアセスメント等の支援は含まれない。そのため、支援内容・報酬に重なりはなく、同一日に併給でき
る。

（参考）障害福祉サービスの日中活動サービス（※）については、どちらも日額報酬であり、日中のまとまった時間帯の支援が想定されていること、就
労移行支援体制加算が算定でき、就労に向けた支援が想定されていることから支援の重なりがあると考えられ、就労選択支援の報酬を算定した場合
には、同一日に他の日中活動サービスの報酬は算定できない。（相互の合議による報酬の配分により、両サービスを同一日に利用することを妨げる
ものではない。）

（例）午前に就労継続支援Ｂ型を利用し、午後に就労選択支援を利用する
※日中活動サービス…生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練を含み、宿泊型自立訓練を除く）、就労移行支援及び就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）

方 向 性
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○ 事業の中立性の確保の観点から、上記の内容に加え、以下の内容を技術的助言として示す。

・ 就労選択支援事業は地域の連携が重要であることから、都道府県知事が必要と認める場合には、就労選択支援を行
おうとする者は、事業指定の申請にあたり、協議会や市町村等に対し、運営方針や活動内容等を説明し、当該協議
会等による評価を受け、その内容を都道府県知事に提出する。

・ 就労継続支援や就労移行支援を利用中の者が、当該サービスに係る受給者証の更新や事業所の変更を検討するに当
たって就労選択支援を利用する場合、アセスメントや情報提供の客観性を担保するため、当該サービスを提供して
いる事業所と同一の法人が運営する就労選択支援は利用できないものとする。ただし、近隣に別の法人が運営する
就労選択支援事業所や就労移行支援事業所がない場合は、同一法人が運営する就労選択支援の利用を認める。

方 向 性

○ 就労選択支援の趣旨は、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法
を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援することであり、そのためには、中立性を確保し、
客観的な視点から事業が実施されることが重要。

○ 令和６年度報酬改定の概要では、中立性の確保について、以下の内容を示している。

・ 正当な理由なく、就労選択支援事業所において前６月間に実施したアセスメントの結果を踏まえて利用者が利用し
た指定就労移行支援、指定就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型のそれぞれの提供総数のうち、同一の事業者に
よって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合には、200単位を所定単位数から減算する。た
だし、地域において、利用者が利用可能な就労移行支援、就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型事業所が１か所
しか存在していない等、特定の事業所を利用することについて、正当な理由がある場合は減算しない。（特定事業
所集中減算）

・  市町村が、必要以上に就労選択支援を支給決定しないよう、支給決定事務処理要領において示す。

・ 事業者は、他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対
償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならないこととする。

・ 本人へ提供する情報に誤りや偏りがないよう多機関連携会議を開催することとする。

概 要

９．中立性の確保について



1. 障害福祉サービスの現状

2. 就労選択支援に関するこれまでの取組と現状

3. 就労選択支援の概要

4. 参考資料－ こ れ ま で の 取 組 と 今 年 度 の 取 組 －



48
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就労選択支援に係る取組 ～厚生労働省科学研究など～
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アセスメントを活用した本人支援の取組例

• 釧路市、障害者就業・生活支援センターが中心となり、地域の関係機関と密に連携を取り、体制を構築。

• アセスメントの際には、就労支援機関や一般就労の実態について情報提供し、事前・事後にケース会議

を実施の上、アセスメント結果として就労可能性を伝達。

• 以上の取り組みにより、就労移行支援の利用に前向きになる事例があり、当初B型を希望した生徒のうち、

２割程度が卒業後に就労移行支援の利用に至っている他、能力の向上が見込める利用者には３年後再ア

セスメントを実施している。

釧 路 市 （ 市 、 障 害 者就 業生 活 支援 セン タ ーを 中心 に就 労 アセ スメ ン トの 実施 体制 を 構築 した 実 践例 ）
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• 市主催で事前
ケース会議を実
施

• 学校は、就労移
行支援を経ての
就職も可能と見
るが、家族は期
限なく利用でき
るＢ型希望、本
人は漠然と働き
たい。

• アセスメント実
施上の留意点を
確認

本人・家族に、一般就労の実態や、地域の就
労支援機関に関する情報を伝達。一般就労に
向けて手厚い支援があること、離職してもそ
の後のフォローもあることを説明。

• 場所：自宅近くの就労移行支援事業所
• 内容：組立作業、仕分け作業
• 期間：高等部２年次春休みの1週間

• 事前ケース会議
と同様のメン
バーで、アセス
メント状況を共
有

• アセスメントを
実施した事業所
より、挨拶・職
場のルール面で
の課題はあるが、
集中力・理解力
はまずまずで、
伸びしろはある
旨報告。

• 市よりアセスメント結果を伝
達。今後の伸びしろを踏まえ
ると、就労移行支援を利用す
る事で一般就労の可能性もあ
る旨伝達

• 相談支援よりＢ型・就労移行支
援のメリットデメリットを、就
業・生活支援センターより一般
就労の現状を情報提供。

• 本人・家族より、将来的な一
般就労も踏まえて、就労移行
支援も考えてみたい。

• 支援学校より、次回の現場実
習を就労移行支援で調整する
旨提案。

事前ケース会議の実施 アセスメントの実施 事後ケース会議の実施 アセスメント結果の伝達

就 労 継 続 支 援 Ｂ 型 を 希 望 す る 特 別 支 援 学 校 在 学 生 （ 知 的 障 害 ） の 事 例

• 就労移行支
援事業所で
現場実習を
実施。

• 本人も卒業
後の就労移
行支援の利
用や、その
後の就職に
前向きに。

• 卒業後、当
該就労移行
支援事業所
の利用へ。

その後の経過

参集者：市、支援学校、相談支
援、就労移行支援、就業・生活
支援センター

• アセスメント時に一般就労の現状や、就労支援機関について情報提供し、家族等の不安を払拭
• 複数回関係者間でケース会議を行い、アセスメントの質の担保を図っている。



アセスメントを活用した本人支援の取組例

• 就労移行支援の利用の更新時に、市協議会就労支援部会において多機関連携によるケース会議を

実施し、これまでの状況報告と今後の一般就労に向けた取組について、本人・就労移行支援事業

所のプレゼンに対して、必要な助言を行う。

• このような取組を通じて、今後の支援計画の再検討など、より具体的な一般就労に向けた方策の

検討につながり、就労移行支援の利用を３年に延長した者の就職実績の増加につながっている。

鳴 門 市 （ 就 労 移 行 支 援 の 利 用の 更 新時 に ケー ス 会 議を 実 施し た 事 例）
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• 就労移行支援の
２年間の支給決
定の期限を迎え、
本人より支給決
定更新の申請

• 支給決定の更新
の審査の参考と
するため、市が
ケース会議の開
催へ。

【参集者】本人、就労移行支援事業所、
市、就労支援部会コアメンバー（相談
支援、他の就労移行支援事業所、ﾊﾛｰ
ﾜｰｸ、就業・生活支援ｾﾝﾀｰ）、職業ｾﾝ
ﾀｰ

【本人よりプレゼン】就労移行支援事
業所で取組んできた内容、引き続き一
般就労に向けて継続したい意向を説明

【就労移行支援事業所よりプレゼン】
これまでの支援内容、今後の一般就労
に向けた支援計画について説明。スマ
ホの使いすぎ等生活面の課題も大きく、
一般就労はまだ早いと考え、これまで
職場実習等は未実施。

３年目利用に向けた更新申請 多機関連携によるケース会議の実施

就 労 移 行 支 援 を 利 用 中 （ 発 達 障 害 ） で ３ 年 目 の 利 用 に 向 け た 更 新 時 ア セ ス メ ン ト の 事 例

• ケース会議での検討を踏まえて、支給
決定を更新し、就労移行支援を継続

• ケース会議を経て、本人も一般就労へ
の意欲が増し、早速ハローワークで求
職登録。

• 障害者求人を中心に、求人の検討や、
職場見学を経て、職場実習を複数回実
施。事業所が思うほど企業の評価は悪
くなく、生活面の意識付けにもつな
がった。

• 職場実習の際には就業・生活支援セン
ターも協力し、職場における支援をサ
ポート

• 更新後半年ほどで就職。

その後の経過

• ケース会議で事業所等がプレゼンを行う過程で、これまでの振り返りや今後の支援のあり方の見直しができ、本人の意欲にも繋がる。
• ケース会議において、多機関連携による多様な視点から今後の支援のあり方が検討され、今後の支援の選択肢の幅が広がる。
• ケース会議に参加する他の就労移行支援事業所・相談支援事業所にとっても、各事業所での支援の参考や振り返りに繋がる。

【意見交換】
・現状の生活面の課題への対
処について、参加者より助言。
・一方、通所が安定しており、
作業面等でも大きな問題はな
い。実習を行い企業の評価も
受けながら、課題への対処を
並行してはどうか。
・まずはハローワークに求職
登録を行い、障害者求人も踏
まえて実習先の開拓を行って
はどうか。
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• モデル事業所全体として、対象者の属性としては特別支援学校の生徒が多い
傾向となった

• 就労アセスメントや多機関連携会議（関係機関によるアセスメントの振り返
り）については、これまでの取組を延長して、多機関連携によるケース会議
も同様に実施

• 就労アセスメントについては、各事業所で使用していた既存アセスメント
シートに加え、「就労支援のためのアセスメントシート（JEED）」を新たに

導入。これにより、より詳細かつ効果的なアセスメントが可能となり、就労
支援の質を向上させることに貢献

専用ポータルサイト構築による情報共有
• 専用ポータルサイトを構築することで、モデル事業に参加する各事業所が

  就労選択支援モデル事業の意義や目的、知識等を共有

※R5年度モデル事業に参加した４事業所は「くまもと就労移行支援協議会」の

参加事業所。新人研修会の開催、就職等実績調査、来所経路調査を実施

熊本県熊本市・合志市におけるモデル事業の実施
～ 就 労 移 行 支 援 事 業 所 を 中 心 に 「 就 労 支 援 の た め の ア セ ス メ ン ト シ ー ト 」 を 活 用 ～

１．モデル事業に取り組むために地域で準備したこと

① 就労支援のためのアセスメントシート（JEED）

② 事業所独自のワークサンプル
• 簡易的模擬作業で取り組んだ内容を時系列に可視化（グラフ化）
• 対象者の能力や興味関心を把握

③ BWAP2
• 本人へのヒアリングや訓練中の様子、関係者から収集した情報等を元に職業

  コンピテンシーを可視化し、総合的職場適応能力を確認

④ 職業興味・キャリアインサイト・体力テスト・職場体験など
• 本人の潜在的な職業興味・関心等の顕在化
• 適切な就職先へのマッチングに活用
• 就労に必要な体力レベルを評価
• 実際の職場環境（施設外就労先など）でアセスメントを実施

⑤ 多様な実施手法による個別支援

• 事業所独自のワークサンプル、職業興味検査、体力テスト、職場実習などを
活用

• 対象者の特性に合わせた個別支援を実施
• 本人の自己理解を促し、就労意欲の向上、働く選択肢の気づきに貢献

⑥ 多機関連携による支援体制の構築
• 相談支援事業所、教育機関（特別支援学校）、家族などが参画
• 関係機関との情報共有と連携を強化
• 継続的な支援体制の構築に貢献

３．就労アセスメントの強化と多彩なアセスメント実施手法

２．地域の特徴
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～ 多 様 な 「 働 き た い 」 を 地 域 で 支 え る た め に ～
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・松江市では、就労アセスメントに関する「研究事業」への参画をきっかけに、

2021年度から、就労選択支援を見据えた新たな仕組みづくりを

段階的に進めてきた（図2）

１．松江市の概況 ３．これまでの経過

４．2023年度の取組（モデル事業）

２．就労支援に関する現状、課題

・島根県東部、山陰のほぼ中央

県庁所在地、中核市

・松江圏域=松江市/安来市(図1)

・人口、面積、障害者数、

雇用率対象企業数等は表1

（１）社会資源の状況

・障害者就業・生活支援センター、ハローワーク、

障害者職業センターが1か所ずつ設置

・就労系障害福祉サービス、計画相談、特別支援学校

の箇所数、福祉からの一般就労実績の推移は表2

（２）課題

・B型が顕著に増加傾向、就労移行は縮小傾向

・福祉からの一般就労実績は横ばい

・就労支援の機運低下 ⇒ 機運向上、支援力の底上げ必要

Ⅲ．解決策の試行（2023）「就労アセスメントワーキングチーム」

・審議会の下部組織として、就労アセスメントワーキングチームを結成（目的や構成員、活動等の概要は表4）

「就労の開始・継続段階の支援における地域連携の実践に関するモデル事業」報告書

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001248314.pdf

表1 概況情報

表2 社会資源・福祉からの一般就労実績

Ⅰ．実態・課題調査（2021）「相談支援専門員へのアンケート調査」

「就労系障害福祉サービスの支給決定プロセスにおける職業的な

アセスメントを介した多機関連携のあり方に関する研究」報告書

https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/158017

Ⅱ．課題解決の準備（2022）「就労アセスメント連続セミナー」

「アセスメントを介した多機関連携のための実践事例集」

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001119574.pdf

⇒ 研究事業で明らかになった課題と求められる変化（表3）

図2 段階的な取り組み

表4 就労アセスメントワーキングチームの概要

表3 課題と求められる変化
図1 松江市・松江圏域

①…2024年3月末時点
②…2023年3月末時点
③…2023年6月1日時点



松 江 市 に お け る 多 機 関 連 携 を 軸 と し た 就 労 ア セ ス メ ン ト の 新 た な 仕 組 み づ く り の 試 み
～ 多 様 な 「 働 き た い 」 を 地 域 で 支 え る た め に ～

（１）モデルケースの協働

・職業的なアセスメントを、試行的に「ワーキングチーム全体で、協働でおこなう」

・JEED「就労支援のためのアセスメントシート」を共通ツールとして活用

（事前に研修会を実施）

・「説明と同意」から「就労選択の決定」までのプロセスを経験（実践）する

・経験（実践）を積み重ね、各プロセスの手法や多機関連携の方法等のノウハウを集約

・全体の流れは図3、モデルケースの概要は図4

６．成果と課題

（１）モデルケースの協働

◎ 一人で、一事業所、一機関で悩まなくても良く、全体で質疑、意見交換したり、様々な視点

や場面でみたりすることで、アセスメントを深めることができた

◎ 基幹相談支援センター、職業センターなど、各方面のエキスパートからアドバイスがもらえ、

スーパービジョン的な機能により、アセスメント力、支援力の向上を図れた

△ タイムリーさ、対応できるケース数に限界があった

⇒ 事例検討、困難事例の対応を中心とした活動にシフトしていくことを想定

・就労選択支援開始後の連携イメージ（図5）を見据えてワーキングチームの活動を継続

・①「地域づくり」機能、②「中立性・質の確保」機能に整理

・従来の活動に加え、各種の研修会、事例検討、リーフレットの作成 等を予定

・アセスメントに基づいて、本人がより力を発揮できる環境への移行を促進させる
（Ｂ→Ｂ、Ｂ→Ａ、Ｂ→移行、Ｂ→一般、Ａ→Ａ、Ａ→一般、移行→Ａ、移行→一般 等）

（多様な働き方の実現…「より高い工賃が得られる」「より働きがいをもって働ける」）

・モデルケースの協働は「アセスメントアドバイザー・お助け隊」に発展させる
（アセスメントに困ったときに、エキスパートからアドバイスがもらえる、一緒に動いてくれる）

８．理想イメージ

５．2023年度の具体的な取り組み（モデル事業）

７．2024年度の取組

（２）仕組みづくりの議論

・就労選択支援事業について、就労支援専門官を招いて研修会を行ったほか、事業概要に関する

情報が更新された都度、定例会において情報共有、勉強会を行った

・松江市における、現行の就労アセスメントの実施状況を共有し、「本人さんが『やってみた

い』と思えるアセスメントにするためには！？」「相談員が『使おう』と思えるアセスメント

にするためには！？」について意見交換を行った

・直Bアセスメントのケース報告をもとに、運用面の共通認識づくり、改善策についての意見交

換を行った

図3 モデルケースの協働（全体の流れ）

図4 モデルケースの協働（ケース概要）

（２）仕組みづくりの議論

◎ 就労選択支援に関する認識が高まり、準備を進

めていく必要性について共通認識がもてた

◎ 現行の直Bアセスメントについて、有効活用して

いる事例、具体的なノウハウを共有できた

◎ ワーキングの活動と協議会の機能が合致しており、

 「地域づくり」に繋がる可能性を見出した（表5）

表5 協議会の6つの機能

図5 就労選択支援を見据えた連携のイメージ図
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滋 賀 県 に お け る モ デ ル 事 業 の 実 施
～ 県 が 関 わ り3 つ の 圏 域 が そ れ ぞ れ の テ ー マ を も っ て 実 施 ～

ケース会議の持ち方の違いを
検証

様々な生活状況・障害種別の
人に様々なシートを用いて

アセスメント

福祉サービスとつながりのな
い相談者へのアセスメント
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滋 賀 県 に お け る モ デ ル 事 業 の 実 施
～ 県 が 関 わ り3 つ の 圏 域 が そ れ ぞ れ の テ ー マ を も っ て 実 施 ～

①湖北圏域

〇個別のケース会議
¤ Ǜ ǌǾ Ƿ ǗǝƿǾּס ǡƵǾ

ƿ ≤ ǌǾǒǴנּ ȅ ƷǷǌƷ¡

¤ ƿ Ǟ ǌǾǆǛǚנּ ǡ ȅ ǀǝ
ƿǼ≥ ƿǚǀǾƿ ǆǿǱǚ Ǜ Ȃǽǡ
ǝƷ ƿ ǌǾǆǛǚנּ ƿ Ǟ Ǌ
ƿ ǝǂǝǖǒ¡

¤Ũ ∙ ȅ ǴǾǒǴǡ Ǟ ƿƾƾ
Ǿǝǜ ǡ ƿ ǀƷ¡Ǳǒ  ƿǆ
ǿǱǚ∙ Ǟ ǂǡ Ǟ ǌǾנּ ƿƵǾǒǴ

ǛǝǾ¡

¤ ƿ ·ǡ ǚ≥ ȅ ƹǆǛǚ ǡ
ǞǗǝƿǾƿ  ǝǂ ƿ≥ ȅ

ƹǆǛƿ ǊƷǒǴ  ǌǾ  ȋȤȢ
ɊɜȱȠºȱǡ ǀ ȅ ╗ǈǎǾǝǜǡ ƿ
¡

〇全体のケース会議
¤Ŧ ǡ ǚ ǡȚºȢ ȅ ǌǾǆǛƿ

ǾǒǴ  ǞƾƾǾ Ǧ ǌǾנּ
ǡ ƿ ǝƷ¡

¤ ╓ ǡ ƿ ǱǾǆǛǚ ȋȤȢɊɜ
ȱ ǡ ǞǛǼȂǿǾǆǛǝǂ ǡ
≥ Ƿ ȅ ǿǾǆǛƿǚǀǾ¡

¤ ǡ ƿ ǼǿǾǒǴ 
Ǟ ȅ ǌǾǆǛƿ Ǌǂ Ŧ Ǟ ǡȚº
Ȣȅ⅛ƹǆǛǚŦȚºȢƵǒǽǡ ƿ ǂǝ
Ǿ¡

②湖東圏域

〇良かった点
¤ÔǛǞƾǂƽ ȅ︣ƿǝƷǛÕǛƷƹ Ʒǚ
ȅ ǈǿǾ Ǟ  ǡ ǡ ȅ ǖǙ

ƷǒǓǂ Ǟǝǖǒ¡

¤ ȞºȼȢǡ ȅ ǼǍǞ ǖǙƽǼǿ
ǒ ƽǻǦּק Ǟ ǊǙ  ǡ ȅ Ǳƻǒ

ƿǚǀǒ¡

¤ ȅ ǌǾȳȔɆȭǫǡ ǡ Ǟǵ 
ⱱ ǡȋȤȢɊɜȱƿ ǝ ƿƷǾ

ǆǛȅ Ǌǒ¡

〇課題となる点
¤ ǡ   ȞºȼȢ ǞƽǄ
Ǿ ǡ ǈǝǜǞǻǽ ƿȞºȼȢ ȅ
ꜛǊǙǊǱƹ¡

¤ȋȤȢɊɜȱȅ ǄǾ ǡ ƿ ǚǀǝƷ
Ǜ ƿ↨ ǚǀǍ  ǝ ⱱǞǗǝƿǼǝ
Ʒ¡

¤ ǚ ǊǒƷǛ ƻǾ Ǟ  ǡ
Ƿ ¤ ǝ ȅ ǌǾȋȤȢɊɜȱǡ
ȅ ǊǙǵǼƹǆǛƿ ǊƷ¡ÈȋȤȢɊɜ

ȱ ȅוֹ ǌǾ Ǟ╗ ǚ ȅǊǒǆǛǚ ǐ
ǡ ǡ ⱱǞǗǝƿǼǝƾǖǒ¡É

¤ ȞºȼȢǞǗǝƿǖǙƷǝƷ Ǟ ǊǙ 
ȸɖºɘºȘ ǞƽƷǙǵ ȞºȼȢǡ ƿǚ
ǀǾǻƹ  Ǜ ƿ ǌǾ ƿƵǾ¡

③湖南圏域

〇良かった点
¤ ǒǝ ȅ ǊǙȋȤȢɊɜȱȅ Ǌ 

ǡȋȤȢɊɜȱǛǡ┴Ʒ ȅ ǌǾǆǛǚ 
ǡȋȤȢɊɜȱ ǞǗƷǙ ǌ Ǟ

ǝǖǒ¡

¤ ǇǊǙƷǝƷ ǚȋȤȢɊɜȱȅ ǄǾ
ǆǛǚ  ƿ Ǟ ȅ ƻǾǆǛƿǚǀǾ

Ǜǝǖǒ¡

¤ ȅ ǈǿǙƷǾ Ǟ 
ȞºȼȢȅ Ǵǒ ⱱȅ ƹǆǛƿǚǀǒ¡

¤ ǝ ǞƷǾ (ȳȔɆȭ)ƿ ǌǾǆ
Ǜǚǻǽ ǝ ǚ ȅ ǾǆǛƿǚǀǒ¡
Ǳǒ  ȞºȼȢ ǝǜǞ ǊǙ
ǝ ǚȋȤȢɊɜȱ ȅוֹ ǌǾǆǛƿǚǀǒ¡

〇課題となる点
¤ɋȰɔ ǛǊǙ ǌǾǆǛǚȾɒȬȱǞ
ǒǝ ȅ ǌǾ Ǟǝǖǒƿ  ┌
ⱱ ƿ Ǌǒ  ȋȤȢɊɜȱȅ ≥ Ǟ
ƹ ƿƵǾǆǛȅ ǊǙƷǾ¡

¤ȞºȼȢǡ ȅ ǌǾǒǴǞǢ  ⱱ
ǡȋȤȢɊɜȱ Ƿ ╓ ǡ № ƿ

ǛǝǾ¡

¤ ∙ ǫǡȋȤȢɊɜȱǞǗƷǙ  ╓ ǚB
ȋȤȢÈB ȅ ǌǾǒǴǞȋȤȢɊɜȱȅ ƹÉ
ǛƷƹ ƿ╗  ǊǙƽǽטּ ǐǡ ȅ ƻ
ǙƷǂ ƿƵǾ¡È ǞǗƷǙǢ ƾǼ
ǡ ǡ Ǟ ǽ ȆǚƷǾ¡É

¤ ǡ ȋȤȢɊɜȱƿ Ǟ ǈǿǾǓǄטּ
ǞǛǜǱǾּס ȅ ǊǙƷǾ¡
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